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兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則（議会規則第１号） 

本会議における一般傍聴の機会の充実等を図るため、所要の整備を行うこととした。 
 

県 議 会 規 則 

 

 兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年９月24日 

                                 兵庫県議会議長 石 川 憲 幸 

兵庫県議会規則第１号 

   兵庫県議会傍聴規則の一部を改正する規則 

 兵庫県議会傍聴規則（昭和38年兵庫県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。 

 第12条第４項を削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
 

県 議 会 告 示 

 

兵庫県議会告示第２号 

 兵庫県議会委員会傍聴取扱要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。  

  平成27年９月24日 

                                 兵庫県議会議長 石 川 憲 幸 

   兵庫県議会委員会傍聴取扱要綱の一部を改正する要綱 

 兵庫県議会委員会傍聴取扱要綱（平成11年兵庫県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第４項を削る。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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